
平
成
二
十
五
年
十
一
月
七
日
提
出

質

問

第

五

五

号

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法
の
早
期
改
正
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

山

井

和

則
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パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法
の
早
期
改
正
に
関
す
る
質
問
主
意
書

平
成
二
十
四
年
六
月
に
労
働
政
策
審
議
会
に
お
い
て
「
今
後
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
政
策
に
つ
い
て
（
建
議
）
」
を
と
り
ま

と
め
た
。
し
か
し
、
こ
の
建
議
に
も
と
づ
く
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法
の
改
正
法
案
は
国
会
に
未
だ
提
出
さ
れ
て
お
ら
ず
、
審

議
・
成
立
に
至
っ
て
い
な
い
。

本
建
議
は
公
労
使
が
一
致
し
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
政
府
は
早
急
に
法
案
を
国
会
に
提
出
し
、
建
議
に
基
づ
い
て
パ
ー
ト
タ

イ
ム
労
働
法
を
改
正
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。

ま
た
、
建
議
に
基
づ
い
た
形
で
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法
を
改
正
す
る
こ
と
は
、
ま
さ
に
安
倍
政
権
の
掲
げ
る
「
女
性
の
活
躍

促
進
」
を
体
現
す
る
も
の
の
重
要
な
部
分
を
占
め
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
本
建
議
に
基
づ
く
パ
ー
ト
タ

イ
ム
労
働
法
改
正
は
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
の
大
部
分
を
占
め
る
女
性
の
均
等
・
均
衡
待
遇
を
進
め
る
こ
と
に
つ
な
が
り
、

女
性
の
待
遇
改
善
を
促
進
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
以
下
の
と
お
り
質
問
す
る
。

一

雇
用
者
総
数
に
占
め
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
の
割
合
は
ど
の
よ
う
に
推
移
し
て
い
る
と
政
府
は
認
識
し
て
い
ま
す
か
。

二

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
に
占
め
る
女
性
の
割
合
は
ど
の
程
度
で
あ
る
と
政
府
は
把
握
し
て
い
ま
す
か
。一



三

政
府
は
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
を
め
ぐ
る
課
題
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
ま
す
か
。

四

労
働
政
策
審
議
会
雇
用
均
等
分
科
会
の
建
議
に
基
づ
い
て
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法
を
改
正
す
る
こ
と
は
、
安
倍
政
権
の
掲

げ
る
「
女
性
の
活
躍
促
進
」
に
繋
が
る
と
考
え
ま
す
が
、
政
府
の
見
解
は
い
か
が
で
す
か
。

五

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法
の
改
正
法
案
を
、
早
期
に
国
会
に
提
出
す
べ
き
で
す
。
政
府
の
見
解
は
い
か
が
で
す
か
。

右
質
問
す
る
。

二


